
令和 3年 7月 1日 

（木曜日） 奈 良 市 公 報 第 51号 

－ 1 － 

 

奈良市公報 
第 51 号 

令 和 3 年 7 月 1 日 発 行 

発行所 奈 良 市 役 所 

発行人 奈 良 市 長 

編集人 法務ガバナンス課長 

目        次 

規   則 

月 日 番号 件 名 主 管 

6 7 28 奈良市公報号外第 20号に掲載 人事課 

告   示 

月 日 番号 件 名 主 管 

6 1 308 財政状況の公表 財政課 

6 1 309 公営企業の業務状況の公表 財政課 

6 1 310 道路の区域変更 土木管理課 

6 1 311 道路の供用開始 土木管理課 

6 1 312 予防接種の実施の一部改正 健康増進課 

6 1 313 予防接種の実施の一部改正 健康増進課 

6 1 314 令和３年度国民健康保険料の保険料率の決定 国保年金課 

6 1 315 令和３年度国民健康保険料の減額の額の決定 国保年金課 

6 2 316 開発行為に関する工事の完了 開発指導課 

6 2 317 介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の廃止 介護福祉課 

6 2 318 介護保険法の規定による指定居宅介護支援事業者の廃止 介護福祉課 

6 2 319 介護保険法に規定する指定地域密着型サービス事業者の指

定 

介護福祉課 

6 3 320 放置自転車等の処分 環境政策課 

6 4 321 開発行為に関する工事の完了 開発指導課 

6 4 322 放置自転車等の保管 環境政策課 

6 7 323 生活保護法の規定による施術者の指定 保護課 

6 7 324 生活保護法の規定による医療機関の指定 保護課 

6 8 325 放置自転車等の保管 環境政策課 

6 8 326 令和３年度固定資産税・都市計画税納税通知書の公示送達 資産税課 

6 9 327 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者

の指定 

障がい福祉課 

6 9 328 障害者総合支援法に規定する指定障害者福祉サービス事業

者の指定（更新） 

障がい福祉課 



令和 3年 7月 1日 

（木曜日） 奈 良 市 公 報 第 51号 

－ 2 － 

 

6 9 329 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者

の廃止 

障がい福祉課 

6 9 330 児童福祉法に規定する指定障害児相談支援事業者の廃止 障がい福祉課 

6 9 331 児童福祉法に規定する指定障害児相談支援事業者の指定 障がい福祉課 

6 10 332 住民票の職権消除 市民課 

6 10 333 住居番号の設定 市民課 

6 10 334 住居番号の変更 市民課 

6 11 335 放置自転車等の保管 環境政策課 

6 14 336 放置自転車等の保管 環境政策課 

6 14 337 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

6 14 338 認可地縁団体からの告示事項の変更の届出 地域づくり推進課 

6 15 339 予防接種の実施の一部改正 健康増進課 

6 15 340 予防接種の実施の一部改正 健康増進課 

6 15 341 生活保護法の規定による指定医療機関からの事業の廃止の

届出 

保護課 

6 15 342 生活保護法の規定による指定医療機関からの事業の廃止の

届出 

保護課 

公 営 企 業 

月 日 番号 件 名 主 管 

6 1 24 公共下水道の供用及び下水の処理の開始 下水道事業課 

6 11 25 奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定 共同事務推進課 

6 11 26 奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定 共同事務推進課 

選 挙 管 理 委 員 会 

月 日 番号 件 名 
 

6 1 7 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数等 

6 1 8 選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況 

農 業 委 員 会 

月 日 番号 件 名 
 

6 7 6 農業委員会総会の招集 
 



令和 3年 7月 1日 

（木曜日） 奈 良 市 公 報 第 51号 

－ 3 － 

告   示 

奈良市告示第 308号 

 奈良市財政状況の公表に関する条例（昭和 61年奈良市条例第 2号）の規定により、令和 3年3月31日現在の本市

の財政状況を次のとおり公表する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 309号 

 地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第 40条の 2第 1項の規定により、令和 2年 10月 1日から令和 3年 3

月31日までの間における奈良市公営企業の業務状況を次のとおり公表する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 310号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区間 

変更 

前後

別 

幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

3644 中部第153号線 
奈良市中山町1578番1地先から 

奈良市中山町1584番3地先まで 

前 2.45～1.20 58.33  
後 4.0 58.33 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 311号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 区間 

変更 

前後

別 

幅員（ｍ） 延長（ｍ） 備考 

3644 中部第153号線 
奈良市中山町1578番1地先から 

奈良市中山町1584番3地先まで 

前 2.45～1.20 58.33  
後 4.0 58.33 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 312号 

令和 3年奈良市告示第210号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 1の表中 

「                  

 

江川 信一 
江川内科消化器

科医院 

杉ヶ町11-2

杉ヶ中町ビ

ル1F 

○ ○ ○ ○ ○ 

   

○ ○ ○ 

   

 

を 

 
江崎 友通 

江崎内科外科医

院 

神功三丁目

7-29 
○ ○ ○ ○ ○ 

   
○ ○ 

    

                」  

「                  

 

江川 信一 
江川内科消化器

科医院 

杉ヶ町 11-2

杉ヶ中町ビ

ル1F 

○ ○ ○ ○ ○ 

   

○ ○ ○ 

   

に、 

                」  

「                  

 
西尾 功 西尾外科医院 

あやめ池南

一丁目7-7 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

   

を 
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市川 益子 

西川耳鼻咽喉科

医院 

右京三丁目 

23-6 

        
○ 

     

                」  

「                  

 
西尾 功 西尾外科医院 

あやめ池南

一丁目7-7 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  
に改め 

                」  

る。 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 313号 

令和 3年奈良市告示第210号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 1の表中 

「                  

 
平野 佳成 平野医院 

西大寺東町

二丁目1-52 

    

 

   
○ 

    
を 

                」  

「                  

 
平野 佳成 平野医院 

西大寺東町

二丁目1-52 
 

       
○ 

    

に改め 
 

平野 仁嗣 
ひらのレディー

スクリニック 

西大寺南町

5-26 T･Kビ

ル 西 大 寺

SOUTH4F 

 

       

○ 

    

                」  

る。 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 314号 

 令和 3年度国民健康保険料の保険料率を決定したので、奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第 13号）

第12条第3項、第12条の6の 5第3項及び第12条の11第3項の規定により、次のとおり告示します。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 基礎賦課額の保険料率 

(1) 所得割 

基礎控除後の総所得金額等の 100分の8.0 

(2) 被保険者均等割 

被保険者1人につき 26,400円 

(3) 世帯別平等割 

1世帯につき 24,600円 

2 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

(1) 所得割 

基礎控除後の総所得金額等の 100分の2.6 

(2) 被保険者均等割 

被保険者1人につき 7,200円 
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(3) 世帯別平等割 

1世帯につき 6,000円 

3 介護納付金賦課額の保険料率 

(1) 所得割 

基礎控除後の総所得金額等の 100分の2.4 

(2) 被保険者均等割 

被保険者1人につき 16,200円 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 315号 

 令和 3年度国民健康保険料の減額の額を決定したので、奈良市国民健康保険条例（昭和 34年奈良市条例第13号）。

以下「条例」という。）第 16条第 2項（同条第 3項において読み替えて準用する場合を含む。）において準用する条

例第12条第3項の規定により、次のとおり告示します。 

 令和 3年6月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 基礎賦課額の減額の額 

(1) 条例第16条第1項第1号アに規定する額 18,480円 

(2) 条例第16条第1項第1号イに規定する額 17,220円 

(3) 条例第16条第1項第2号アに規定する額 13,200円 

(4) 条例第16条第1項第2号イに規定する額 12,300円 

(5) 条例第16条第1項第3号アに規定する額 5,280円 

(6) 条例第16条第1項第3号イに規定する額 4,920円 

2 後期高齢者支援金等賦課額の減額の額 

(1) 条例第16条第3項において読み替えて準用する同条第 1項第1号アに規定する額 5,040円 

(2) 条例第16条第3項において読み替えて準用する同条第 1項第1号イに規定する額 4,200円 

(3) 条例第16条第3項において読み替えて準用する同条第 1項第2号アに規定する額 3,600円 

(4) 条例第16条第3項において読み替えて準用する同条第 1項第2号イに規定する額 3,000円 

(5) 条例第16条第3項において読み替えて準用する同条第 1項第3号アに規定する額 1,440円 

(6) 条例第16条第3項において読み替えて準用する同条第 1項第3号イに規定する額 1,200円 

3 介護納付金賦課額の減額の額 

(1) 条例第16条第4項において読み替えて準用する同条第 1項第1号アに規定する額 11,340円 

(2) 条例第16条第4項において読み替えて準用する同条第 1項第2号アに規定する額 8,100円 

(3) 条例第16条第4項において読み替えて準用する同条第 1項第3号アに規定する額 3,240円 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 316号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 3年6月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 3年4月28日 奈良市指令整開 第20Ａ-40号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和3年6月2日 第1769号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市中 町13番1及び14番地 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
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奈良市中 町14番地 

大辻 哲郎 

（令和3年6月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 317号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 75条第 2項の規定により、指定居宅サービス事業者を廃止したので、同

法第78条第2号の規定により公示する。 

令和 3年6月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年6月 1日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

法人名 住所 名称 住所 

2970104457 訪問介護 株式会社うさぎ 
奈良市八島町 270

番地の 25 

訪問介護センター

うさぎ 

奈良市八島町270

番地の25 

（令和3年6月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 318号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 82条第 2項の規定により、指定居宅介護支援事業者を廃止したので、同

法第85条第2号の規定により公示する。 

令和 3年6月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年3月 31日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

法人名 法人所在地 名称 住所 

29070105595 
居宅介護支

援 

社会福祉法人奈良

市社会福祉協議会 
奈良市杏町 79-4 

鳥見デイサービス

センター“ふらっ

と” 

奈良市三碓町2204

番地 

（令和3年6月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 319号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 42条の 2第 1項の規定により、指定地域密着型サービス事業者を指定し

たので、同法第78条の11第1号の規定により公示する。 

令和 3年6月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年6月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2990100675 
地域密着型

通所介護 
株式会社えだ 

大阪府東大阪市弥

生町11番1-507

号 

デイサービスゆず

の木大安寺 

奈良県奈良市八条

四丁目646-1 

（令和3年6月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 320号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は

所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第 5条の規定により告示する。 

 令和 3年6月3日 
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奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から 60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

3 処分年月日 

令和 3年6月3日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和 2年11月5日、同月6日、同月 12日、同月17日、同月 20日及び同月26日 

（令和3年6月3日掲示済） 

 

奈良市告示第 321号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 3年6月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 2年12月8日 奈良市指令整開 第20Ａ-24号 

令和 3年5月18日 奈良市指令整開 第20Ａ-24-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和3年6月4日 第1770号 

公共施設 令和3年6月4日 第874号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市大安寺二丁目 43番1 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良県奈良市大宮町一丁目6番21 

株式会社 やまと不動産 代表取締役 森本 勇人 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

道 路：奈良市大安寺二丁目 43番1の一部 

下水道：奈良市大安寺二丁目 43番1の一部 

（令和3年6月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 322号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年6月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年6月4日 

3 移動対象区域 

 近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及び近鉄西ノ京駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する
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市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和3年6月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 323号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 55条第 1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第 55条の 3

の規定により告示する。 

 令和 3年6月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

松浦 耕作 

あんま 
令和3年 

5月20日 松浦 耕作 
奈良県奈良市三碓二丁目 1-9-2-

501 

（令和3年6月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 324号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 49条の規定により医療機関を指定したので、同法第 55条の 3の規定に

より告示する。 

 令和 3年6月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

ウエルシア薬局 奈良法華寺店 奈良県奈良市法華寺町 83番5号 1階 
令和3年 

4月1日 

（令和3年6月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 325号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年6月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年6月8日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 
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 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和3年6月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 326号 

 次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明のため送達できないので、地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）第 20条の2及び奈良市税条例（昭和 46年奈良市条例第 12号）第6条の規定に基づき、公示送達する。 

 なお、当該書類は総務部資産税課で保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、いつでも交付する。 

 令和 3年6月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達すべき書類の名称 

 令和 3年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

2 送達すべき書類の発送年月日 

 令和 3年4月9日 

3 送達を受けるべき者 省略 

（令和3年6月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 327号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 3年6月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年4月 1日 

事業所番号 

事業者 事業所 
サービ

ス種類 

指定 

有効期

限 
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100938 
株式会社

ナカムラ 
631-0801 

奈良県奈良

市左京三丁

目11-8 

ケアステ

ーション

奈良 

631-0801 
奈良市左京

三丁目 11-8 

短期入

所 

令和9

年3月

31日 

2910102256 

一般社団

法人ライ

フエビデ

ンス 

631-0013 

奈良県奈良

市中山町西

四丁目561

番地2 

短期入所

事業所す

まいる 

631-0013 

奈良市中山

町西四丁目

561番地 2 

短期入

所 

令和9

年3月

31日 

2910103320 
合同会社

H.I.S.A 
630-8357 

奈良県奈良

市杉ヶ町 

グループ

ホーム 
630-8101 

奈良市青山

六丁目 3-8 

短期入

所 

令和9

年3月 
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86-8 

MiRA1BLDG.

Ⅲ3F 

Coeur    31日 

2910103338 
有限会社

ほのぼの 
630-8144 

奈良県奈良

市東九条町

206番地の

25 

しふぉん

の杜 
630-8451 

奈良市北ノ

庄町 736番

地1-202

号・203号 

生活介

護 

令和9

年3月

31日 

2910103346 
株式会社

あすか 
630-8144 

奈良県奈良

市東九条町

552番地11 

ヘルパー

ステーシ

ョンあす

か 

630-8453 

奈良市西九

条町二丁目

4-10 

居宅介

護・重

度訪問

介護 

令和9

年3月

31日 

2910103353 

合同会社

訪問介護

ステーシ

ョン碧 

630-8424 

奈良県奈良

市古市町

1647番地の

11 

訪問介護

ステーシ

ョン碧 

630-8424 

奈良市古市

町1647番

地の 11 

居宅介

護 

令和9

年3月

31日 

2910103361 
合同会社

金谷 
630-8303 

奈良県奈良

市南紀寺町

三丁目307-

4 

訪問介護

春 
630-8303 

奈良市南紀

寺町三丁目

307-4 

居宅介

護・重

度訪問

介護 

令和9

年3月

31日 

2910103379 

特定非営

利活動法

人きらら

の木 

631-0061 

奈良県奈良

市三碓町

2250-11 

瑞い実 631-0061 
奈良市三碓

町2250-9 

生活介

護 

令和9

年3月

31日 

2910103379 

特定非営

利活動法

人きらら

の木 

631-0061 

奈良県奈良

市三碓町

2250-11 

きららの

木  ショ

ートステ

イ月夢 

631-0061 
奈良市三碓

町2250-9 

短期入

所 

令和9

年3月

31日 

2910103387 

社会福祉

法人青葉

仁会 

630-2152 

奈良県奈良

市杣ノ川町

50-1 

はれやか

ホーム 
630-2151 

奈良市水間

町 1085 

短期入

所 

令和9

年3月

31日 

2920100456 
合同会社

H.I.S.A 
630-8357 

奈良県奈良

市杉ヶ町

86-8 

MiRA1BLDG.

Ⅲ3F 

グループ

ホ ー ム

Coeur 

630-8101 
奈良市青山

六丁目 3-8 

共同生

活援助 

令和9

年3月

31日 

2920100464 
株式会社

明慶 
630-8036 

奈良県奈良

市五条畑二

丁目1番1-

101号 

グループ

ホームじ

んぐう 

631-0804 

奈良市神功

四丁目 16

番地 1 

共同生

活援助 

令和9

年3月

31日 

2920100472 

社会福祉

法人青葉

仁会 

630-2152 

奈良県奈良

市杣ノ川町

50-1 

はれやか

ホーム 
630-2151 

奈良市水間

町 1085 

共同生

活援助 

令和9

年3月

31日 

（令和3年6月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 328号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 
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令和 3年6月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和3年 4月1日 

事業所番号 

事業者 事業所 
サービ

ス種類 

指定 

有効期

限 

名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100763 
有限会社

ほのぼの 
630-8144 

奈良県奈良

市東九条町

206-25 

訪問介護

ステーシ

ョンほの

ぼの 

630-8144 
奈良市東九

条町 125-1 

行動援

護 

令和9 

年3月 

31日 

2910100920 

社会福祉

法人奈良

社会福祉

院 

630-8113 

奈良県奈良

市法蓮町

1368番地 

働く広

場・高円 
630-8424 

奈良市古市

町1886番地

の 26 

就労継

続支援

A型 

就労継

続支援

B型 

令和9 

年3月 

31日 

（令和3年6月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 329号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を廃止したので、同法第 51条第2号の規定に基づき告示する。 

令和 3年6月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年3月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス種

類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100920 

社会福祉

法人奈良

社会福祉

院 

630-8113 

奈良県奈良

市 法 蓮 町

1368番地 

働く広

場・高円 
630-8424 

奈良市古市町

1886番地の26 

就労移行支

援（一般） 

2910102413 

株式会社

ライフイ

ノベーシ

ョン 

630-8452 

奈良県奈良

市北ノ庄西

町二丁目 8-

13 

ライフイ

ノベーシ

ョン新大

宮事業所 

630-8115 

奈良市大宮町六

丁目 7-1 カイ

モト第 3ビル

403号 

就労継続支

援A型 

（令和3年6月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 330号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等を廃止した

ので、同法第 21条の5の25第 2号の規定に基づき告示する。 

令和 3年6月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年3月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス種

類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950161352 

社会福祉

法人奈良

万葉会 

630-8325 

奈良県奈良

市西木 町

36-1 

児童発達

支援事業

らぶり 

630-8325 
奈良市西木 町

33-3 

児童発達支

援 
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（令和3年6月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 331号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定したの

で、同法第 21条の5の25第1号の規定に基づき告示する。 

令和 3年6月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年4月 1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス種

類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950100202 

社会福祉

法人奈良

市和楽園 

630-8424 

奈良県奈良

市古市町

1886番地1 

障がい児

通所支援 

わらくえ

ん 

630-8424 
奈良市古市町

1886番地1 

児童発達支

援 

2950100210 

一般社団

法人

L’abri 

630-8325 

奈良県奈良

市西木 町

33番地の3 

らぶり 630-8325 
奈良市西木 町

33番地の3 

児童発達支

援 

2950100228 

社会福祉

法人香久

山会 

581-0872 

大阪府八尾

市郡川二丁

目33番地 

こどもサ

ポート教

室ピュア

の樹West 

631-0003 
奈良市中登美ヶ

丘六丁目 15-1 

児童発達支

援・放課後

等デイサー

ビス 

2950100236 

一般社団

法人障が

い者 IT 雇

用促進機

構 

630-0243 

奈良県生駒

市 俵 口 町

1134-1 

IT・プロ

グラミン

グ療育ツ

クル

ADVANCE 

630-8012 
奈良市二条大路

南一丁目 3-1 2F 

放課後等デ

イサービス 

2950161345 

公益財団

法人奈良

YMCA 

631-0823 

奈良県奈良

市西大寺国

見町二丁目

14-1 

奈良YMCA

おおぞら 
631-0823 

奈良市西大寺国

見町二丁目 14-1 

放課後等デ

イサービス 

2950161444 

特定非営

利活動法

人子育て

サポート・

ふれ愛 

631-0821 

奈良県奈良

市西大寺東

町二丁目 1

番63号 

子育てサ

ポート・ふ

れ愛  大

和西大寺

北校 

631-0822 

奈良市西大寺栄

町3-23 サンロ

ーゼビル 3階 

放課後等デ

イサービス 

（令和3年6月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 332号 

下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 8条に規定する事由が生じたので、同令

第 12条第 1項の規定により、その住民票を職権で消除したが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同

条第4項後段の規定により公示する。 

なお、この処分に不服のある者は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内に奈良市長に

対して審査請求をすることができる。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、奈

良市を被告として提起することができる。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することはできない。 
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なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して 1年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がある。 

 令和 3年6月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

事件本人 省略 

（令和 3年6月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 333号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 3年6月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

若葉台三丁目 3番5号 西大寺南町18番17-室番号  

四条大路四丁目 1番10-室番号 西大寺南町18番12-室番号  

西登美ヶ丘八丁目 18番6号 百楽園二丁目9番13号  

あやめ池北一丁目 32番26号 東登美ヶ丘二丁目9番15-2号  

西登美ヶ丘一丁目 8番12号 東紀寺町三丁目7番1号  

菅原東二丁目 18番23-室番号 三条桧町1番62号  

西大寺南町 5番30号 二条大路南二丁目1番4号  

西大寺南町 5番29号 西登美ヶ丘一丁目15番14号  

西登美ヶ丘六丁目 13番8号 五条西二丁目16番13号  

富雄北三丁目 14番16号 富雄元町一丁目5番30-5号  

三条桧町 1番25号 西登美ヶ丘三丁目15番2号  

三条桧町 1番26号 西大寺野神町二丁目 7番2号  

三条桧町 1番60号   

疋田町一丁目 7番5号   

疋田町一丁目 7番3-2号   

帝塚山三丁目 5番9号   

若葉台四丁目 6番10号   

西千代ヶ丘三丁目 14番12号   

中登美ヶ丘五丁目 22番10号   

（令和 3年6月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 334号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条第3項の規定により、次のとおり住居番号を

変更したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 3年6月10日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更する住居番号 

 住居番号を変更した建造物の表示 

変 更 前 大安寺二丁目 4番4-室番号 

変 更 後 大安寺二丁目 4番4-4-室番号 

（令和 3年6月10日掲示済） 

 

奈良市告示第 335号 
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 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年6月11日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年6月11日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年6月11日掲示済） 

 

奈良市告示第 336号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年6月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年6月14日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 
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」 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年6月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 337号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により和田町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年6月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 3年 4月 1日 

（令和 3年6月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 338号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により西包永町第 1自治会から告示した事項の

変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年6月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

  令和 3年 5月 2日 

（令和 3年6月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 339号 

令和 3年奈良市告示第210号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

 令和 3年6月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 1の表中 

「                  

 
中野 昌芳 中野産婦人科 

四条大路一

丁目3-57 
        ○  

 
 

 

を 
 
中野 司朗 

中野司朗レディ

ースクリニック 

北登美ヶ丘

五丁目2-1 
        ○  

 
 

 

                」  

「                  

 
中野 昌芳 中野産婦人科 

四条大路一

丁目3-57 
        ○  

   
に改め 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

矢鋪 和也 

奈良市和田町 461番地 

西谷 裕之 

奈良市和田町 293番地 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

麻苧 雅俊 

奈良市西包永町 38番地 

藤田 哲也 

奈良市西包永町 9番地 
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る。 

（令和 3年6月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 340号 

令和 3年奈良市告示第210号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

令和3年6月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙 1の表中 

「                  

 
中井 章至 中井医院  

大宮町三丁

目4-33 
        ○    

 

を 
 

永井 稔子 永井医院  
西木 町

138-1 
○ ○ ○ ○ ○     ○   

 

                」  

「                  

 
中井 章至 中井医院 

大宮町三丁

目4-33 
        ○    

 
に、 

                」  

別紙2の表中                

「                  

 中井 章至 中井医院 大宮町三丁目4-33 33-7785 
を 
    

 永井 稔子 永井医院 西木 町138-1 23-2655     

             」     

「                  

 中井 章至 中井医院 大宮町三丁目4-33 33-7785  に改める。 

             」     

（令和 3年6月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 341号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第50条の2の規定により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があっ

たので、同法第 55条の3の規定により次のとおり告示する。 

 令和 3年6月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日 

アイン薬局 奈良学園前店 奈良県奈良市鶴舞東町 2-13 ＶＩＶ1階 
令和3年 

4月30日 

クルミ薬局 
奈良県奈良市学園北 1-11-4 エル・アベニュー学園前 1

Ｆ102号 

令和3年 

4月30日 

（令和 3年6月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 342号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 49条の規定により医療機関を指定したので、同法第 55条の 3の規定に

より告示する。 

 令和 3年6月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 
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アイン薬局 奈良学園前店 奈良県奈良市鶴舞東町 2-13 ＶＩＶ1階 
令和3年 

5月1日 

クルミ薬局 
奈良県奈良市学園北 1-11-4 エル・アベニュー学園前 1

Ｆ102号 

令和3年 

5月1日 

サン薬局 あやめ池店 奈良県奈良市あやめ池南二丁目2番9号 賀川ビル1階 
令和3年 

6月1日 

（令和 3年6月15日掲示済） 

 

公 営 企 業 

奈良市企業局告示第 24号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 3年6月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 3年6月1日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

 令和 3年6月15日 

下水を排除及び下水を処理

すべき区域 
排水施設の位置 

排水施設の合流式又

は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

出屋敷町37-1他 ① 分流 

大和郡山市額田部南町 160奈良県

浄化センター 

西大寺南町 地内 ② 分流 

東九条町243-1 ③ 分流 

三碓三丁目751-6 ④ 分流 

杏町532-2他 ⑤ 分流 

大和田町2222-1 ⑥ 分流 

中山町1777-5 ⑦ 分流 

西大寺竜王町一丁目 1557-1

他 
⑧ 分流 

神殿町94-6 ⑨ 分流 

平松一丁目92-1他 ⑩ 分流 

中山町1240-4他 ⑪ 分流 

古市町2098-1 ⑫ 分流 

位置図省略 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 25号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 3年6月11日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

株式会社 荒井電工 
代表取締役 荒井 

健太郎 
奈良県奈良市東九条町 246 令和3年5月26日 

𠮷永設備 𠮷永 陽水 奈良県奈良市三碓三丁目 2番20-1号 〃 

（令和 3年6月11日掲示済） 
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奈良市企業局告示第 26号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 3年6月11日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

山泰設備 山口 泰男 
奈良県奈良市南紀寺町四丁目 133 番

地の45 
令和3年6月1日 

（令和 3年6月11日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 7号 

 令和 3年6月1日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第74条第1項及び第 75条第1項並びに市町

村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第59号）第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者

の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5条第 15項に規定する選挙権

を有する者の総数の 6分の1の数並びに地方自治法第 76条第1項、第80条第1項、第 81条第1項及び第86条第1

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8条第 1項に規定する選挙権を有

する者の総数の 3分の1の数は、次のとおりです。 

令和 3年6月1日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

50分の1の数 6,041人 

6分の 1の数 50,339人 

3分の 1の数 100,678人 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 8号 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 28条の 4第 7項（同法第 30条の 12において準用する場合を含む。）の

規定により、令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31日までの間における本市の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名

簿の抄本の閲覧の状況を次のとおり公表します。 

令和 3年6月1日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  
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令和 3年 7月 1日 

（木曜日） 奈 良 市 公 報 第 51号 

－ 46 － 

（令和3年6月1日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 6号 

 奈良市農業委員会令和 3年6月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則（昭和 32年奈良市農業委員会告示第 3号）第2条第1項の規定により告示します。 

令和 3年6月7日 

奈良市農業委員会長 巽   一 孝  

1 日時 

令和 3年6月14日（月） 午後 1時30分 

2 場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番 1号  

奈良市役所西棟 3階 第2委員会室 

3 審議案件 

・法令等に基づく事務関係 

(1) 農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第5条に関する許可申請及び届出について 

(2) 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画について 

(3) 農地法第18条第6項の規定による通知の受理について（5月専決処理分） 

(4) 生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得あっせんについて 

(5) 知事許可について（5月許可分） 

（令和3年6月7日掲示済） 

 


